
 

市川市病児保育事業費補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、児童の保護者が安心して子育てができる環境を整備し、

子育てと就労の両立を支援するため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第６条の３第１３項に規定する病児保育事業を実施する施設の開設者に

対し、市川市病児保育事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことに関し、市川市補助金等交付規則（平成８年規則第３６号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

（補助対象事業）  

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市

川市病児保育事業実施要綱（平成２９年３月２７日施行。以下「実施要綱」

という。）第６条に規定する基準を満たす同条第１項の病児対応型事業実施

施設又は実施要綱第１７条に規定する基準を満たす同条 1 項の病後児対応型

事業実施施設（以下これらを「実施施設」という。）を新たに整備する事業

とする。  

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付対象となるものは、市内に設置された実施施設の開設者

であって、市長が認めるものとする。  

（補助対象経費）  

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は補助対象

事業に要する経費であって、次に掲げるものとする。  

（１） 実施施設の改修に要する経費及び実施施設において補助対象事業の実施

に要する備品の購入費（以下「改修費等」という。）  

（２）実施施設の賃貸借に係る賃貸料及び礼金（実施施設の開設日の属する月

の前月分のものに限る。以下「賃借料等という。」  

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれかの低い額とする。  

（１） 補助対象経費の実支出を合計した額（当該額に１，０００円未満の端数



 

が生じたときは、これを切り捨てた額。）ただし、前条第１号にあっては４，０

００，０００円、同条第２号にあっては６００，０００円を上限とする。  

（２） 総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額  

（交付の申請）  

第６条 規則第３条第１項の申請書は、市川市病児保育事業費補助金交付申請

書（様式第１号）によるものとする。  

２ 前項の申請書の添付書類は、次のとおりとする。  

（１）補助対象事業に係る予算書又は支出予定額の内訳を確認することができ

る書類  

（２） 改修費等に係る補助にあっては、 改修工事の見積書及び該当箇所の平

面図又は購入予定備品の見積書又は金額の明記されたカタログ等  

（３） 賃借料等に係る補助にあっては、賃貸契約書の写し並びに、契約期間及

び賃借料の額が確認できる書類  

（４） その他市長が必要と認める書類  

３ 第１項の申請書の提出は、市長が別に定める期間に行うものとする。  

（決定の通知）  

第７条 規則第６条の規定による通知は、市川市病児保育事業費補助金交付可

否決定通知書（様式第２号）により行うものとする。  

（実績報告）  

第８条 規則第１３条の実績報告書は市川市病児保育事業費補助金実績報告書

（様式第３号）によるものとする。  

２ 前項の実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。  

（１） 補助対象経費の領収書の写し又は事業者に、補助対象経緯の振込を行っ

たことを証する書類  

（２） 改修費に係る補助にあっては、改修工事を実施した箇所又は購入した備

品の一覧  

（３）その他市長が認める書類  

３ 第１項の実績報告書の提出期限は、補助金の交付の決定を受けた日の属す



 

る年度の末日とする  

（額の確定）  

第９条 市長は、規則第１５条の規定により補助金の額を確定したときは、市

川市病児保育事業費補助金額確定通知書（様式第４号）により補助金の交付

決定を受けたものに通知するものとする。 

（交付の請求）  

第１０条 規則第１６条の交付請求書は、市川市病児保育事業費補助金交付請

求書（様式第５号）によるものとする。  

（交付の特例）  

第１１条 市長は、補助金の一部を概算払により交付することができる。  

２ 規則第１７条第２項の交付請求書は、市川市病児保育事業費補助金概算払

請求書（様式第６号）によるものとする。 

３ 前項の請求書には、市長が必要と認める書類を添付するものとする。  

（補助金の精算）  

第１２条 前条の規定により補助金の概算払を受けたものは、前条の規定によ

る補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額の確定に基づ

く補助金の精算をしなければならない。  

附 則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日等）  

１ この要綱は、平成２７年３月３１日から施行し、改正後の別表の規定は平

成２６年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

２ 改正後の別表の規定は、平成２６年度以後の年度分の市川市病後児保育事

業費補助金（以下「補助金」という。）について適用し、平成２５年度分ま

での補助金については、なお従前の例による。  

附 則  



 

（施行期日等）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年４月１日から適用す

る。  

（経過措置）  

２ 新要綱の規定は、令和３年度以後の年度分の市川市病児保育事業費補助金

（以下「補助金」という。）について適用し、令和２年度分までの同補助金

については、なお従前の例による。  

附 則  

（施行期日等）  

１ この要綱は、平成２９年８月７日から施行し、改正後の別表の規定は、同

年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

２ 改正後の別表の規定は、平成２９年４月１日以後に交付の申請があった市

川市病後児保育事業費補助金（以下「補助金」という。）について適用し、

同日前に交付の申請があった補助金については、なお従前の例による。  

附 則  

（施行期日等）  

１ この要綱は、平成３０年１２月１８日から施行し、改正後の別表の規定は、

同年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

２ 改正後の別表の規定は、平成３０年度以後の年度分の市川市病児保育事業

費補助金（以下「補助金」という。）について適用し、平成２９年度分まで

の補助金については、なお従前の例による。  

（施行期日等）  

１  この要綱は、令和元年１１月２２日から施行し、改正後の規定は、平成   

３１年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

２ 改正後の別表の規定は、令和元年度以後の年度分の市川市病後児保育事業



 

費補助金（以下「補助金」という。）について適用し、平成３０年度分まで

の補助金については、なお従前の例による。  

 

別表を削る。  

様式第１号から様式第５号までを別紙のように改める。  

様式第５号の次に別紙の１様式を加える。 

附 則  

（施行期日等）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の市川市病児保育事業補助金交付要綱の規定は、令和３年度以後の

年度分の市川市病児保育事業費補助金について適用し、令和２年度分までの

同補助金については、なお従前の例による。



 

 


